
本市発注工事における

施工管理研修会

船橋市建設局都市計画部
技術管理課





◆工事検査（工事検査規程）

・根拠法令：地方自治法

・目的 ：給付の完了の確認→認定の可否

◆工事技術検査（工事技術検査規程）

・根拠法令：公共工事の品質確保の促進に関する法律

・目的 ：工事成績評定→工事成績評定点



◆令和元年度 ２４８件

◆令和２年度 ２４４件

◆令和３年度 ２２７件

◆令和４年度 ２０３件

◆令和５年度 ２０７件

◆令和６年度 ２３７件



◆全工事の平均点 ６９．２点 （前年度 ６８．６ 点）

◆最高点 ７９．５点

◆最低点 ５７．３点

◆業種別平均点（検査数上位5業種）

・土木一式工事 ７０．２点（77件）

・舗装工事 ６９．９点（43件）

・建築一式工事 ６８．８点（57件）

・電気工事 ６８．８点（37件）

・管工事 ６８．３点（51件）



◆設計図書で不明瞭な点の施工について、発注者との協議

がなされた上で施工がなされたのかどうかわからない工事

が見受けられることがあり、口頭による協議があったこと

が、検査時に発覚することがありました。

書面による協議や指示を工事主管課がしていなかったこ

とも把握していますので、技術管理課からも工事主管課に

打合せ記録の必要性を周知します。不明瞭とならないよう

に、請負者となる皆さんも協議記録の整備をお願いします。



◆令和６年度の事故発生状況

・発生件数 ９件

・事故概要 ４件が建設機械によるガス管・

水道管・架空線の破損事故

◆令和７年度の事故発生状況

・発生件数 ７件（令和６年１２月現在まで）

・事故概要 ３件が建設機械による

水道管・架空線の破損事故

事故原因：運転者の不注意によるもの



◆表彰基準（船橋市優良建設工事表彰要綱第３条）

（１）優良建設業者表彰

船橋市工事成績評定要領に基づく工事成績評定点が

75点以上の工事の受注者

（２）優秀現場技術者表彰

１． 船橋市工事成績評定要領に基づく工事成績評定点が

75点以上の工事の技術者

２． 他の工事の模範となる取り組みを行った技術者



◆優良建設業者表彰（３者）

① （株）保戸田組

都市計画道路３・４・２７号線橋梁下部工工事

79.5点
②トキワ建設（株）

藤原地区管渠布設工事(その43)

76.6点
③布川産業（株）

丸山地区管渠布設工事(その66)

75.8点



①櫻井 利雄 氏
（㈱ 保戸田組・都市計画道路３・４・２７号線橋梁下部工工事）

②藤田 和成 氏
（トキワ建設㈱・藤原地区管渠布設工事（その４３））

③飯田 勝行 氏
（布川産業㈱・丸山地区管渠布設工事(その６６) ）

④高呂 清司 氏
（トキワ建設㈱・市道00-067号線ほか1路線舗装修繕工事）

⑤佐藤 祐治 氏

（東日本都市開発㈱・船橋市新高根公民館等複合施設トイレその他改修工事）



①藤原地区管渠布設工事（その４３）



②丸山地区管渠布設工事(その６６) 

東武鉄道

丸山三丁目

丸山三丁目



③都市計画道路３・４・２７号線橋梁下部工工事

位置図



船橋市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから抜粋

補正による増加金額は作業員個人に対する熱中症対策費用で塩飴、経口
保水液、空調服などの費用





特記仕様書への記載

（２）適用範囲

本要領は、令和７年７月１日以降契約の工事を対象とする。ただし、令和７年７月

１日以前に契約した工事であっても、受注者が希望する場合に、受発注者協議によ

り適用することができるものとする。

なお、本試行の実施の有無については、契約後速やかに、打合せ簿により監督職員

と協議を行い、決定するものとする。

（熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事）

第○○条 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事と

する。

２ 受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。

３ 工事の実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要

領」に基づき行うこと。

２ 試行対象工事



工事打合せ簿への記載



船橋市のホームページより



船橋市のホームページより

wbgt_45106_202506.csv
wbgt_45106_202507.csv
wbgt_45106_202508.csv

WBGTのﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ

日最高気温のﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ
data.csv

工事打合せ簿 真夏日日数集計表

観測結果





真夏日日数集計表

各月の真夏日日数



現場管理費の補正の算定方法

真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 対象工期

現場管理費

＝対象純工事費 ×（（ 現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値 ）

補正値（％） ＝ 真夏日率 × １．２

各月の真夏日日数
の積み上げ

契約の工期とは違います。

基準日から野外での作業が終
了した日までの日数



変更契約の時期について

Q A

対象期間について具体的にはどの期
間を指すか

対象期間は工事着手日から工事完成
日までの期間とし、実際に現場作業
を伴う着手から完了までの期間とし
ています。

ただし、現場作業を伴う後片付けが
工期末の３４日を超える場合など、
変更契約手続き上、対象期間とする
事が困難な場合は、工期末の３４日
前を工事完成日とします。

なお、工期は、後片付け期間２０日、
完成検査期間１４日を含んでいます。

※熱中症対策に資する現場管理費補
正の試行要領の工事完成日と契約上
の工事完成通知日とは異なります。
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